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平成２３年３月１１日に発生した平成２３年東北地方太平洋沖地震（以下

「今回の地震」という。）を受け、原子力安全・保安院（以下「当院」とい

う。）は、「地震・津波に関する意見聴取会」を開催し、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所、東北電力株式会社女川原

子力発電所並びに日本原子力発電株式会社東海第二発電所における地震動の

解析及び評価を行うとともに、今回の地震から得られた知見について整理し、

原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項を検討してきました。 

当院としては、意見聴取会、関係機関等での現時点における検討、調査等

を踏まえ、原子力発電所の速やかな耐震安全性確保の観点から、耐震安全性

評価に当たって検討すべき事項として、下記の事項を中間的に取りまとめま

した。貴社（貴機構）におかれましては、下記の事項を踏まえ活断層の連動

性について検討を実施し、平成２４年２月２９日までに当院に対し、検討結

果を報告することを指示します。 

なお、追加調査が必要な場合は、調査に係る実施計画を策定し、同日まで

に検討結果の報告と併せて、提出することを指示します。また、当該計画に

基づく調査結果についても、取りまとめ次第、速やかに当院に対して報告す

ることを指示します。 

（添付） 



 

 

記 

 

１．内陸地殻内の活断層の連動性の検討において、活断層間の離隔距

離が約５キロメートルを超える活断層等その連動性を否定してい

たものに関し、地形及び地質構造の形成過程（テクトニクス）、

応力の状況等を考慮して、連動の可能性について検討すること。 

 

２．１．の検討に当たって、活断層の連動を否定する場合は、過去に

当該地域において発生した最大規模の地震から推定される断層の

長さを主な根拠としないこと。 


